
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人住民税の寄附金税額控除を受ける※1ためには、確定申告の際に第二表に必要事項を

記載してください※2。 

次の事例１及び事例２を参考に、正しくご記載ください。 

また、確定申告書を提出する際は、寄附先団体が発行した領収書・受領証を添付してください。 

※１ 街角募金等の匿名による募金は個人住民税の寄附金税額控除の対象になりません。 

※２ 日本赤十字社（本社）や中央共同募金会への寄附の申告方法は異なりますので、ご注意ください。 

確定申告書の記載方法について 

「東京都共同募金会・日本赤十字社（東京都支部）に対する寄附金」を支払った場合 

 

【事例１】 

日本赤十字社（東京都支部）へ活動資金 ３２，０００円を支払った場合 

※ 下記は、令和５年分の確定申告書を用いた場合の例です。 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社（東京都支部）に対する活動資金は、「共同募金、日

赤その他の寄附」欄に記載します。 

 

 

 

 

寄附先の所在地・名称を正確に記載します。 



                      

 

 

 

 

 

【事例２】 

東京都共同募金会へ活動資金 ２２，０００円を支払った場合 

※ 下記は、令和５年分の確定申告書を用いた場合の例です。 

 

 

 

 

寄附先の所在地・名称を正確に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

東京都共同募金会に対する活動資金は、「共同募金、日赤その他の

寄附」欄に記載します。 


